
（独）中小企業基盤整備機構

下記の法人については、記載の期間において補助金交付等の停止を行う。

法人名（法人番号） 住所 理由 担当課室・備考

1
株式会社ジェイアール東日本企画

(7011001029649)

東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号

ＪＲ恵比寿ビル
令和7年8月4日 ～ 令和8年12月3日 令和7年8月4日 ～ 令和8年12月3日

経済産業省所管の令和４年度及び令和５年度災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備

蓄の推進事業費補助金等に関し、不適切な作業時間の計上を行い、人件費を過大に請求していた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

2
長野県石油商業組合北信支部

(7100005001274)
長野県長野市高田６５５番地６ 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

排除措置命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

3
株式会社髙見澤

(9100001001879)
長野県長野市大字鶴賀字苗間平１６０５番地１４ 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

4
株式会社東日本宇佐美

(6010601030604)
東京都文京区本郷二丁目２２番２号 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

5
サンリン株式会社

(4100001014423)
長野県東筑摩郡山形村字下本郷４０８２番地３ 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

6
相馬商事株式会社

(3100001007295)
長野県佐久市野沢１番地 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

7
北信米油株式会社

(5100001003111)
長野県長野市大字柳原２５５１番地 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

8
株式会社ＥＮＥＯＳウイング

(6180001016088)
愛知県名古屋市中区栄三丁目６番１号 令和7年12月10日 ～ 令和8年2月2日 令和7年12月10日 ～ 令和8年2月2日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金減免制度の適用を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

9 株式会社本久(7100001003539) 長野県長野市桐原一丁目３番５号 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

10
株式会社カワネン

(6100001000693)
長野県長野市稲里町下氷鉋４９９－３ 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

中小機構による補助金交付等停止措置一覧

競争参加資格（及び指名）停止期間補助金等交付停止期間



法人名（法人番号） 住所 理由 担当課室・備考競争参加資格（及び指名）停止期間補助金等交付停止期間

11
太陽鉱油株式会社

(2010001085120)

東京都中央区日本橋人形町三丁目８番１号ＴＴ－

２ビルディング６階
令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

12
株式会社佐藤商店

(1100001005540)
長野県須坂市大字八町２２０９番地１ 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

13
吉田興産株式会社

(5100001003697)
長野県長野市中御所五丁目１番１８号 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

14
株式会社武重商会

(5100001009926)
長野県上田市常田二丁目２０番２６号 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

15
渡辺商事株式会社

(2100001003766)
長野県長野市篠ノ井御幣川１１２８番地の１ 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

16
中野アポロ株式会社

(7100001012110)
長野県中野市大字吉田２８０番地２ 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

17 株式会社花岡(2100001002842) 長野県長野市吉田四丁目１４番１５号 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

18
有限会社ヤマギシ

(1100002009879)
長野県千曲市大字内川１２８８番地 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

19
有限会社外村石油

(7100002008826)
長野県須坂市大字日滝２１７８番地 令和7年12月10日 ～ 令和8年4月1日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金納付命令を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp

20
株式会社タカサワ

(9100001001846)
長野県長野市南千歳一丁目１５番地３ 令和7年12月10日 ～ 令和8年2月2日 令和7年12月10日 ～ 令和8年2月2日

長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、令和７年１１月２６日、公正取引委員会から、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８条第１号(事業者団体による一定の取引分野に

おける競争の実質的制限)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第８条の２第２項の規定に基づく

課徴金減免制度の適用を受けた。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

財務部調達・管理課

　03-5470-1507（直通）

　chotatsu@smrj.go.jp


